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　林野庁 に よ る 1980年代後半 の 国有林野 の 保護林制度の 変革は，森林生態系保護地域 と い う森林

保護区の導入 に よ っ て ，拡大造林政策 に 基づ い た 無秩序な自然林 の 伐採に
一

定 の 歯1トめ を か け る と

と も に ，そ の 後 の 環 境 保 全を 重 視 し た 国 有林野行政 へ の 改革 の 転換点 と な っ た 。こ の 政策過程 に は ，

自然保護運動が 積極的 に関与し，自らが開催した 「ブ ナ ・シ ン ポ ジ ウ ム 」， 行政が 設置 し た 林業 と

自然保護に 関す る 検 討委員会，各 地 域 の 森林 牛 態系保 護 地 域 設 定 委員会 に お い て ，行政 に 対 し て 継

続 的に 解決圧力を ワえ続けた。本稿は，制度変革へ の 課題設定 に 大きな役割を 果た した 東北地方 の

事例 を 中心 に，個別問題 の 解決 と制度変革 の 両立を 果 た した こ の 政策過程 の 担い T・とな っ た 国有林

野 行政 と 自然保護運動 との 相互作用 を 検討す る もの で あ る。分析に あた っ て ，政策過程 の 各段階に

お い て 形成 さ れ た，問題を め ぐっ て複数の 主体が関与す る取 り組み の 場 として の 「ア リ
ー

ナ 」 を取

りあげ，政策過程に 登 場 した 複数 の ア リ
ー

ナ を 「課題 設 定 ア リーナ 」，「制度変革 ア リーナ 」，「個別

問題解決 ア リ
ー

ナ 」 の 3 つ に 機能分類を試み た。こ れ ら の ア リー
ナ が連動 して 形成 さ れ，問題解決

に寄与 した が，それを可 能に し たの は 各 ア リ
ー

ナ で 複数 の 水準の 運動体 が 林野行政 との 勢力関係を

均衡 させ る ネ ッ ト ワ
ー

ク を 結 ん で い た こ とが 大 きい 。

キーワード ： 国有林野，自然保護，保護林，ア リーナ，政策過程

1．は じ め に

　自然利用 の 持続性の 確保 に 関する 問題群，すなわ ち 自然保護問題に お い て ，国有林野 に お ける

1980年代後半 の 保護林制度の 変革に よ る林業 と自然保護を め ぐる問題の 解決過程は ，国際的な

自然保護 の 考え方を取 り人れ た森林保護区を各地 に 設定 し，そ の 後の 国有林野事業に お い て 環境

保全を重視 した経営体制へ の 改革を促進 し た とい う点で 大 きな成果で あ っ た 。

　国有林野に お ける 白然保護問題 は ，拡大造林政策に 基づ い た 自然林 の 皆伐，林道建設 に よ る 大

規模な 自然林の 消失が あ り， 戦後の 経済成長 の 過程で 早 くか らその 問題が顕在化 し た。それ に 対

抗する よ うに ，自然保護運動 の なか で も自然林 の 保護を対象と し た 運動は 大 きな位置を 占め て き

た 。運動 の 奈国的な高ま りを うけて ，国有林野事業を主管す る林野庁は ，施業方法 の 見直し と保

護林制度の 変革を 契機に ，そ の 後も国 有林野 の 機能類型 区分 ， 保護林をつ ない で 生物 多様性の保

全を め ざす 「緑の 回廊」計画など，自然保護の 視点を事業に 取 り入れ て きた 。
こ の

一
連の 改革を

促す梃
．
r とな っ た保護林制度の 変革 の 背景に は ，1980年以降顕著に な っ て い た 国有林野特別会

計 の 赤字経営問題に 加え，東北地方を 中心 とす る 自然林保護運動に よる 課題設定が 国 レ ベ ル に ま

で 到達 し ，国 レ ベ ル の 「ア リ
ー

ナ （取 り組み の 場）」 の 設定を 可能 に し た 点が ある。そ し て 国 レ
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ベ ル の 制度変革の 結果，全国 27 ヶ 所 に 指定 され た 森林生 態系保護地域 の ゾー
ニ ン グ を め ぐっ て

は ，各地域で 設置された ア リー
ナ に 自然保護団体の 参加 が 保証 され，森林計画へ の 市民参加が 促

進 された とい う点 に お い て も国有林野行政の新局面を開い た。

　 こ の 保護林制度の 政策過程は
， 1993年に 世界 自然遺産に 登録 された 白神山地 を め ぐる

一
連の

各研究や ， 森林計画 に お け る 市民参加 の 事例研究に お い て ，断片的に 指摘が なされて い る ω 。本

稿 は 主 に 東北地方 の事例を と りあげ，制度変革の 担 い 手 とな っ た 国有林野行政 と自然保護運動 と

の 相互作用 を中心 に ， こ の 政 策過程を考察する もの で ある 。その 際 分析単位 とし て 着 目す る の

は ，政策過程の 各段階で 形成 された 「ア リーナ （取 り組み の 場）」 である 。

　本稿 に 動員され るデー
タ とし て は ， こ の 政策過程に 関与し た複数の 主 体へ の ヒ ア リ ン グ，当時

の 行政 資料や運動資料が挙げ られる 。近年 こ の 政策過程 に 関与 した主体 に よ る 回顧的資料が発表

されて お り   ，特 に 筆名は 運動側 の 資料の編纂に 参画す る機会を 得た 。その 過程で 得 られた デ ー

タ も本稿に 動員さ れ て い る
。

2．分析枠組み

　社会 問題 の 社会学 の 領 域 に お い て ， ヒ ル ガ
ー

ト ナ
ー

（Hilgartner） とボ ス ク （Bosk ）

（Hilgartner　＆　Bosk，1988）が 提唱 した 「パ ブ リ ッ ク
・

ア リ
ー

ナ
・

モ デ ル （public 　arena 　mod ・

el）」 を ，環境問題解決過程 の 分析に 採用 した 先行研究 と し て ，田 窪 （1996）が ある 。こ の 研究

は ，原子力発電所が イ シ ュ
ー

と し て 登 場す る時点か ら 立法的措置 （「ウ ォ
ー

レ ン ・ア ル キ ス ト法

修正 条項 」）が な され る ま で の 複数 の ア リ
ー

ナ とそ の 相 彑作用を分析 し，カ リフ ォ ル ニ ア 州内に

おけ る直接民主主 義制度 と し て 機能する 「イ ニ ン ァ テ ィ ブ 」 へ の 原発問題 の ヒ程 と，原発規制へ

向け た ア リ ーナ 間 の 協力体制が，問題 の 社会的構築 に 果た した役 割を 明 らか に した 。 田窪が複数

の ア リーナ の 相互作用に 着目した の は，「イ ニ シ ア テ ィ ブ」 とい うア リーナ の 持 つ 意義を積極的

に 確認 した上 で ，r（イ ニ シ ァ テ ィ ブ と い うア リーナ の み で は ）問題 の 構築か ら解泱策 の 策定 ま で

全て を行 うの に は必ず し も適 さな い か ら こ そ 他の ア リ
ー

ナ の 対応が重要に な る 」 （田窪，1996 ：

101，括弧内は 引用者 ・以下 同様） と の 見解か らで ある 。 そ し て ， H 本 の 原子力政 策の 現状に 目

を 向け ，
「県や 市町 村 レ ベ ル の 複数 の ア リ

ー
ナ で 発せ られ る メ ッ セ

ージ が 大 きな 力を持 つ よ うに

な り，全国的 な r注 日』 を獲得 し，国 レ ベ ル で の 問題 の 再定義論議へ と展開す る過程」 （田窪，

1996 ： 103）に つ い て の 展望を示 し て い る。

　 こ れ らの 先行研究を 受け て ，舩橋は ， ヒ ル ガ ートナ ーら の 「公論形成 の 場 （arena 　of 　public

discourse）」 （Hilgartner＆Bosk
，
1988 ： 55） と い う概念に 注 目し，ハ

ーバ ー
マ ス （Habermas ，

ユ990＝1994）に よ っ て定式化 された公共圏 （public　sphere ／6ffentlichkeit） との 関連で
，

「ア リ

ー
ナ 」，「公論 形成 の 場 」， 「市民 的公 共圏」 の 3 つ の 水 準を 整理 した （舩橋，1998a，1998b，

2000；舩橋他，2001）。

　「ア リーナ 」 とは ，舩橋 らに よれば 「ある問題 の 決定を め ぐっ て ，複数の 主体が 関与 して い る

よ うな取 り組み の 場 」 の こ とを い い ，そ の 構成要素は ，「課題 」 「参加主体 」 「勢 力関係 」 で ある

（舩橋他 ，
2001 ：17）。ア リ

ー
ナ で は ，そ こ に 登場す る複数 の 経営 シ ス テ ム （舩橋，1980） の 代弁

172

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

論　 　文

者た ち と，複数の利害集団 の 代弁者たち との 間 で ，利害調整 と交渉がな され，そ の 妥 協の 結果 と

し て
， 意思決定が な さ れ る

。
こ う し た ア リ

ー
ナ の な か で

， 利害関係者に 対する 開放性を保持し，

異質 な視点 ・情報を集め ，そ れ らを突き合わ せ た E で ，よ り普遍性 の あ る問題認識 と解決策を 見

出すた め の 価値基準 の 探求努力 とが
， 個別的利害関心 の 介入 に よ っ て 妨害され る こ となく徹底的

に遂行され る特質を持つ ア リ
ー

ナ を，舩橋は 「公論形成 の場」 と呼ん で ，社会に 存在する多数 の

ア リーナ と区別 して い る （舩橋，1998b ： 211
，
2000 ：198）。 そし て ，それら個 々 の 「公論形成の

場 」 を構成要素とす る社会空問が，「公共圏」 で ある 。

　 これ らの 諸概念を，政策過程論の 枠組み とし て洗練す るため に ，い くつ か の指摘を し て お こ う。

　（1）ア リ
ー

ナ の定義 を め ぐる 問題で あ る 。 本稿で は舩橋らの ア リ
ー

ナ の 定義 の
一部を，ある観

点か ら拡張 し て 捉え る。す なわち，舩橋 らは 「ある問題 の 決定を め ぐっ て ，複数 の 主 体が 関与 し

て い る よ うな取 り組み の 場 」 と定義 して い るが，こ こ で は，ある意思決定が彳ゴわ れ る に あた っ て ，

舩橋 らの い う 「決定 」 に 至 る ま で の 過程 と
，

「決定 」 が な さ れ た 後 の 政策な どの 実施過程 の 双方

に お い て 形成 された 場 も 「ア リ
ー

ナ 」 と呼ぽ う。
こ の 発想は，政策は どの よ うに つ くられ ，実施

される の か とい う問い に 対 して
，

「課題設定過程」 「政策決定過程 」 「政策実施過程 」 の 各過程を

分節化 した政策過程論 ・政治過程論の 研究蓄積を参考に し て い る （伊藤他，2000）。

　（2）以上 の 定義 の 拡張を踏 まえた うえで ，こ の 「課題設定過程」 「政策決定過程」 「政策実施過

程 」 の 3 過程に あわ せ て ，本稿で は 政策過程に 出現する ア リ
ー

ナ を 「課題設定ア リ
ー

ナ 」，「制度

変革ア リ
ー

ナ 」，「個別問題解決ア リ
ー

ナ 」 の 3つ に 機能分類する。こ こ で 「課題設定 ア リ
ー

ナ 」

とは 「社会に お い て ，あ る 閙題 が公 的 に 解決 され る べ き課題 と し て 明確 に 認識 され る 契機 と な る

ア リーナ 」 を
，

「制度変革 ア リーナ 」 とは 「設定 さ れ た 課題を解決す る た め の 制度変革を キ導す

る ア リ
ー

ナ 」 を，「個別問題解決ア リ
ー

ナ 」 とは 「制度変革の 成果を活用 し て 当該個別問題群 の

解決を 図る ア リーナ 」を ， それぞれ意味 し て い る 。 ま た 「課題設定 ア リーナ 」 と 「個別問題解決

ア リ
ー

ナ 」 が 形成 され る水準と して ，第一義的 に は地域が想定される 。
これは谷 口 （1999） の 指

摘す るよ うに ，地域を 「問題提起が な される 場 とし て の 地域 」 と，「問題解決が 図られ る場 とし

て の 地 域」 とい う2 つ の 側面か ら捉え て い るた め で ある 。
「制度変革 ア リーナ 」 が形成 さ れる水

準 と し て は ，問題が発生 した 当該地 域群に 対 して ，行政区分上の 上位に 位置す る水 準が想定 され

て い る。

3．拡大造林政策と 自然保護運 動

3．1，拡大造林政策

　木稿は 1980年代末の林野庁に よ る保護林制度の 変 革過程を分析対象 とする もの で ある が，は

じめ に
， 林業 と自然保護をめ ぐるあつ れ きを生み 出した 「拡大造林政策 」 に触れて お こ う。

　1950年代後半，戦後の 増大す る 木材需要を賄 うた め に 大然広葉樹林を針葉樹の 用材林に 転換

す る林種転換が民有林 ・国右林 と もに 進め られた。本稿の 対象で ある国有林 に お い て も 1957 イト

に 「国有林生産力増強計画 」 が策定 され た 。
こ れ は，生産力の 増大 を 図る た め ，天然林 （自然

林）を人工林に 転換する こ と，林道網を拡張 し未利用林 の 開発を 促進す る こ とな どを 内容と し，
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当時 110万 ヘ ク タ ー
ル あ っ た 国有林 の 人 T．林面積を 40 年後 に 320 万 ヘ ク タ ー

ル に 拡大す る とい

う数値 目標を もっ た 言1画 で あ っ た 。 1966年 の 第 1次森林資源某本計画 で は ，当時 766 カ ヘ ク タ

ー
ル の 人工 林 （民有林 ・国有林計）を 50 年後に 1342万 ヘ ク タ ー

ル に拡大す る とい う計画を 策定

し た こ と か ら， こ の 時期 の
一
連の 政策を 「拡大造林政策」 と称 して い た 。

　拡大造林政策期 の森林施業の 特徴は ， 大面積皆伐 ， 単一種一斉造林 ， 密植 と い う施業方式がと

られ た こ とで あ る 。
こ の 時期に は 森林の 成長量を F回る伐採が 行われ，ブ ナ に 代表 される 広葉樹

林を皆伐 し，高標高地や豪雪地帯など の 造林不適地に ま で 造林を行 っ て い っ た こ とか ら，さ まざ

まな 自然生態系破壊の 問題 を生 じた 。

3．2，拡大造林政策期の 自然保護運動

　拡大造林政策に 抵抗する 自然保護運動 の 担 い 手は
， 当初は 日本 自然保護協会や 日本生態学会，

日本学術会議自然保護研 究連絡委員会な ど に 集 う研究者たち で あ り，そ の意見貝申型の 活動 （3）は
，

自然環境保全法に 基づ く自然環境保全地域，原生 自然環境保全地域 の 指定 に 結び つ い た 。

　 1970年代 に 入 る と，地元住民 の 間か ら 臼然林を守る動 きが 各地に 誕生 し た 。 東北地方で は
，

磐梯朝 口国立公園 ・朝 日連峰で の ブ ナ 伐採 に 対 して 日本 自然保護協会な ど の 全国組織も巻き込 ん

だ反対運動が起 こ り．伐採計画 の 半減，つ い に は計画 の 中1Eに 全 っ た （4｝
。 朝 日連峰の 自然林保護

運動は 東北に お ける 自然林保護運動の 嚆矢で ある とい 兇る。

　当時， 自然林 の 保護 を対象とす る全国規模の 自然保護団体に ，ユ951年に 設 立 され，60年に は

財 団法人 に 改組 した 日本 自然保護協会 （以下 「協会」）と，1971年 2 月 の 協会主催 の 全国 自然保

護 団体会議 で ，協会 と は 別 の 機能を持つ 団体 と して 設立が要 望 され た全 国自然保護連合 （以 下

「連合」） があ っ た 。 71 年 6 月に 結成 され た連合は
， 毎年 「全国 自然保護連合大会」 を開催 し

，

全国 の 自然保護団体 の ネ ッ ト ワ
ー

ク 化 に 力を 尽 くし た
。

　東北地 方で は ，1973年に 山形県 ・羽 黒山 で 全 国自然保護連合大会が 開催 された の を機に ，東

北 の 自然保護団体 の連絡組織で ある東北地方 自然保護団体協議会が結成 され たが，結成か ら数年

間は，協議会として の 活動 を軌道に 乗せ る こ とは で きなか っ た 。 数 も少な く地 域で 孤立 し が ちな

各地の 自然保護団体は ，それぞれに 抱えて い る 自然保護問題に か か る労力を捻 出す る の に精一杯

で あ っ た 。 しか し，1977年の 連合の 運営体制
一
新を機に ，それ まで 沈滞 して い た東北地 方 の ネ

ッ ト ワ ーク の 活性化が 課題 とな り，1977年 5 丿亅に 青森で 第 1 回全国自然保護連合東北ブ ロ ッ ク

会議を開催し，東北地 方 の 自然保護団体の ネ ッ トワ
ー

ク を 立 て 直す機会を持 っ た 。 そ の 後 4 回 の

準備会合を経て 1980年 5 月，川形県朝 日村 で 第 1 回 「東北 自然保護の つ ど い 」 が 開催され た 。

「つ どい 」 の 開催を機 に 協議会は 「東北 自然保護団体連絡会議」 とそ の 名称を変え，東北 6県そ

れ ぞれ に 幹事団体を お き，
6 県の 持ち 回 り で 毎年 「つ どい 」 を開催し て い くこ とを泱め た 。

　同 じ時期，東京 に お い て もt 自然保護の 担 い 手を育成 しネ ッ トワ
ー

ク 化する た め の 試み が， 日

本 自然保護協会に よ っ て 始め られて い た 。 協会は 1978年 7月よ り自然観察指導員講習会を開催

し ， 全国各地で 自然観察会活動を進め
， 自然保護 の 普及 の 核 とな るべ きボ ラ ン テ ィ ア の登録を制

度化 した 。 東北 に お い て も，1980年 5月に 福島県で講習会を 開催し，そ の 後も継続 的に 開催 し

て い くこ とで ，自然保護 の ネ ッ トワ
ーク を拡大 し て い っ た 。
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4，保護林再編 ・ 拡充の政策過程

4．1，青秋林道建設 問題 と 「ブナ ・ シ ン ポジ ウム 」

　1982年，秋田
・青森県境 の 白神山地 で 広域基幹林道 「青秋線」 の 建設計画が 明ら か に な る と，

秋 田
・青森両県で 相次い で 反対 の 声が上 が っ た。11月に は 日本 自然保護協 会が現地を視察 し，

衛 星写真の解析に よ っ て 1万 6000ヘ ク タ
ー

ル の 原生的なブ ナ 林の広 が りを 確認 した 。 そ の 後の

第 3 回 「東北 自然保護 の つ ど い 」 で も青秋林道に つ い て の 報告があ り，東北 自然保護団体連絡会

議も両県の 団体の 活動を後押 しした 。
ブ ナ 林保護の 声を 全国的に 高めて い くため に ，協会は活動

資金を集め る 「ブ ナ 原生林保護基金」を設置 し，全国各地 の ブ ナ 自然林の 保護の た め の 寄付協力

を呼び かける とと もに ，自然保護議員連盟 に よる現地視察を実現するな ど，活動は中央政治 も巻

き込ん で 全国 レ ベ ル へ と広が っ て い っ た   。

　 1985年 6月 に は そ の キ ャ ン ペ ー ン が大 ぎな動員力を示 した 。 協会は 全国紙に 意見広告 「残 し

た い 。ブ ナ の 森を予供た ち に 。」 を掲載 （6月 5 日），
上述 し た 自然観察指導員の ネ ッ ト ワ

ーク を

動員 して 全国 46 ヶ 所 で
一

斉 に 「ブ ナ の 森自然観察会」 を 開催 した （6 月 9 日）。 観察会 の 参加者

は 全国で 2000 人に 上 っ た と い う　（日本自然保護協会 ，
2002 ： 下 27）。

　そ して 6月 15・16の 両 日は秋田市で 「ブ ナ ・シ ン ポ ジ ウ ム 」 を開催 した 。 研究老，自然保護

活動家 ，

一
般市民に加 え， 林野庁，環境庁な ど も参加 し，多方面 か らブ ナ が論 じられた 。

　 こ の 「ブ ナ ・シ ン ポ ジ ウ ム 」 は，行政 と自然保護運動が 同 じテ
ー

プ ル で 議論を戦わす 「ア リ
ー

ナ 」 と し て 画期的な意味を持 っ て い た 。シ ン ポ ジ ウ ム を 前 に ，林野庁に も 「ブ ナ の 原生林を実験

場 に して ，時代 の 求 め に 応 じた国 有林の あ り方をつ か みた い （6）」 とい う声があ り，林野行政 も自

然保護運動 との 対話 の 場 に 積極的に 参加す る意欲を持 っ て い た と い え る 。当 日 の議論で は ，パ ネ

ル ・デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の パ ネ リ ス ト と し て 参加 し た林野庁経営企 画課 ・C 監査官は ，林道建設 に

関し て 林産物 開発に よ る 地域振興 の 必要性な ど従来通 りの 見解を示 し た上 で ，「木材資源 と し て

の 利用 だけで な く， 自然を守る と い う立場で 考えて い きた い
。 白神山地は 自然保護の 面で重要な

地域だ と思 うσ）」 と発言 した 。 自然保護の 大 きな声を ，林野行政が こ の時点で 無視する こ とが で

きな くな っ て い た とい うこ とで ある 。

　 こ の シ ン ポ ジ ウ ム で は ，林業と 自然保護の 関係を め ぐっ て 交わ された 2 つ の議論がそ の後の 政

策に 影響を与 え る こ と に な っ た。1 つ は 拡大造林政策の 根本に ある科学的根拠を め ぐる議論で あ

る 。 拡大造林政策を進め る当時の 林野庁に あ っ て 支配的で あ っ た発想は 「樹齢を重 ね，森とし て

の 生長の 止 ま っ た森林 （「老齢過熱林 」）に つ い て は ， こ れ 以上材積を増や す こ とが で きな い た め ，

生長 の 止ま っ た 直後 に 伐採 し，若 い 森に 更新 して い くこ とが望ま しい 森林管理 の あ り方で ある 」

とい うもの で あ っ た 。
こ れ に 対し て 「自然林で は 極 相状態が 維持 さ れ な が ら犬然更新で 順次新牛

木の 生長が見 られる た め
， 老齢過熟木は あ っ て も老齢過熟林はな い 」 と主 張 した生態学者が数多

くい た （日本 自然保護協会，2002： ｝
’
　281）。

こ れは 自然林の 皆伐を是 とす る従来の 施業方法に

対する批判で あ っ た 。 もう 1 つ は望ま し い 森林保護区の あ り方と して ， ユ ネ ス コ の MAB （人間

と生物圏）計画 に着想を得た ，幾層か の 緩衝地 帯 （buffer　zone ）を持 つ 保護区の ゾー
ニ ン グ の

提 言で あ っ た 。
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茅野 ：国有林野に お ける保護 林制度の 政策過程

4．2．林業と 自然保護 に関する検討委員会と保護林の再編

　白神山地 に お ける ブ ナ 林保護運動 の 高ま りが最高潮に 達 し よ うと し て い た 同時期 に
， 北海道知

床 で も，国立 公園 内の 国有林の 伐採 を め ぐっ て 全 国的な 論争を 呼ぶ 問題が起 こ っ て い た 。 1986

年 1月，北海道営林局北 見営林支局は 「網走第 5 次地域施業計画」 を 発表 したが
， その な か に 羅

臼岳の 斜里 町側の 国有林 1700ヘ ク タ
ー

ル に お い て ，86年か ら 10年間の 問 に約 1万 本の 巨木を

択伐す る とい う計画が 含まれて い た 。 しか し，こ の 地域は原生的な 臼然が多く残 る知床国立公園

第 2種 ・第 3種特別地域に あ るだ け で な く，ナ シ ョ ナ ル ・ト ラ ス ト運動 として 1980年代初頭に

全国的な関心を呼ん だ知床 自平方 メ ー
トル 運動対象地に 隣接 して い るた め ，知床 自然保護協会，

北海道 自然保護連合，北海道自然保護協会など に よる反対運動が広が っ て い っ た 。 伐採中止 や凍

結を求め る声が全国に 広が る が，営林支局は 87 年 4 月 14 日か ら警察を導入 し て 伐採を強行し，

23 日 ま で に 計 533本を ヘ リ コ プ タ ーで 集材 した 。 そ の 際に 運動家の 部 が 木に抱 きつ い て 伐採

を 阻止 し よ うとする姿が 全国 に 報道 さ れ ， 白神山地 の 青秋林道建設問題 と並 ん で 全国的な 自然林

保護の 動 きを 主導す る 大 きな 問題 として 認知 された 。

　国右林に お ける 自然林保護の 要求は 日 ご と に 高ま り ， 管理 主体で ある林野庁内部の 危機感は大

き くな っ て い っ た 。
こ の 時期 日本 白然保護協会は ，林野庁に お い て 国有林 と 白然保護の 問題を調

整す る担当部局 とな っ て い た 業務部経営企画課 と交渉 し た （8）
。 林野庁に と っ て も，全国規模の 団

体で ある協会 に とっ て も，個別の 問題群を 同時 に 解決す る こ との で きる方策を模索する こ とが求

め られ て い た 。協会は ，問題解決へ の 対応を促すた め に ，運動の 推進に 加 えて ，メ デ ィ ア 戦略に

よ っ て 林野庁を 同時期 に 大量 の 案件 に 囲ませ る とい う戦術を とっ た 。 中央 3紙 と NHK に 対 し て

は ，各地 の 自然林伐採 の 動 きを事細か に 情報提供し，同時期に記事が掲戟され る よ うに 配慮し た

とい うC9＞。中央メ デ ィ ァ が あた か も協働 し て い る よ うに 見せ る働きか け に よ っ て ，林野庁 に し て

み れば rIH．論 に 取 り囲まれ た 」 とい う危機感を持た ざ る を得な くな っ て い た の で は ない か 。

　その 結果 林野庁は 長官 の 私的諮問機関 と し て の 審議会 ， すな わ ち国 レ ベ ル の 「ア リー
ナ 」 を

設置する こ ととな り，そ の 形式と検討委員の 人選を始めた 。 協会理事長で ある沼 田 眞も検討会の

委貝 とな り，審議会は 「林業 と自然保護に関する検討委員会」 （座長 ：福島康記 ・東京大学教授，

以下 「委員会」） と名づけ られた 。 委員会は，1987年 10月か ら翌年 12月に かけて 8 回開催され，

検討が行われた。

　委員会は ，お よ そ 1 年後 の 1988年 12 月に 「林業 と自然保護に 関す る検討委員会報告」 を 答申

として ま とめ た 。「報告1 は 自然保護iへ の 関心 の 高ま りを踏ま え， こ れ ま で の 林野庁 の 施策を さ

らに 自然保護を重視 し た もの に 推進 し て い くこ とを うた っ て い る。推進 に あた っ て は ，第 1 に 自

然保護の 概念と し て 「（原生的な 大然林の 保存を 目的 とす る な ど）場合 に よ っ て は 自然 に
一切 の

手 を加え な い とい う考えを も含ん だ 幅広 い もの と し て と らえ る 必要が ある 」 （林業 と 自然保護に

関す る検討委員会，1988 ：7）と し，原則的に 林業な ど の 手を 加 えな い コ ァ エ リ ァ （保存地区）

の 周囲に バ
ッ フ ァ

ーゾー
ン （保全利用地区）を置い た保護管理の あ り方を示 し．第 2 に森林の 持

つ 機能に 対応 し た地帯区分 と して ，原 生的 自然等 の 保存，国
．1：の 保全 ， 森林 レ ク リエ

ー
シ ョ ン

，

自然観察，木材生産 と い っ た 機能に 合わ せ た地帯区分へ と見直す こ と，第 3に 保護管理 の 手法 と

し て ，原生的 自然環境の 保存に あた っ て は 「保護林」 制度を拡充 ・強化し，「森林牛態系保護地

域」 の 制度を導入す る こ とを提言 した。「報告」 は ，国有林の うち 「原生的な天 然林が相当程度
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ま とま りを も っ て存在する箇所」 （林業 と 自然保護に 関する検討委員会，1988：22） とし て ，白

神山地を は じめ とす る 12 地域を掲げた 。 委 員会 に 参加 した 沼田眞は ，「林野庁長官 も方向転換は

やむ な しと い う立場 で あ っ た。まだ具休的に 設定内容 ま で は 話し合わ れ な か っ たが，協会として

は 全国 30 ヶ 所ほ ど の 指定候補地案を 用意し，そ の あ り方を交渉し て い っ た 」 （日本 自然保護協会 ，

2002；下 78） と証言す る 。

　林野庁 は
，

こ の 方針に 沿 っ て 「保護林の 再編 ・拡充に つ い て 」 （1989年 4 月 11 目） とい う長

官通達を各営林 （支） 局長 な ど に 出 し た 。 こ の 通達は ，「国有林野事業 の 経営との 調 整を図 りつ

つ ，国有林野内に お ける貴重な 白然環境として の 天然林等の 保護を適切に 図る こ と に よ り，国有

林野事業 に 対す る国民 の 多様な要請に こ たえ る た め ，保護林 の 区分体系を 新た に 見直 （10）」 す も

の で ，森林生態系保護地域，森林生物遺伝資源保存林，林木遺伝資源保存林，植物群落保護林 ，

特定動物生息地保護林，特定地理等保護林，郷土 の森 とい う 7 種類 の 新た な保護林区分を 719した 。

　当時林野庁業務部経営企 画課課長 補佐 で あ っ た F 氏は ，破綻状態に あ っ た 国有林野特別会言1

と い うフ ァ ク タ ーと ともに，林業 と 自然保護 と の あつ れぎを解消する必要性 が強 く求め られ て い

た当時を回顧 し て 次 の よ うに証言 して い る 。

　「国有林各地が 自然保護に燃え上が っ た とい うか，国有林を切 る べ きで は な い とい う箇所

が，北海道の 知床か ら九州 （森林管理局所管の ）や ん ぽ るま で ，ずい ぶ んた くさん問題提起

されて い ま し た 。
これを ど うす るか，本当に 思 い 悩んだわ け で すけれ ども。またあわ せ て い

ろ い ろ指摘され て い る場所の採算，本当に切 っ て も採算が合 うの か とい うよ うな，そ ろばん

勘定 の 話もひ とつ あ ります し。そ うい う国有林を国民 の み な さん に 大い に 支援し て もら うと

い うこ とを考え る と，生態系保護地域 と い うよ うな大 きな森林を 丸ご と残す とい う こ と も，

国民 の み な さ ん に 支援し て もら う大 きな材料か な，と い う こ とで ，検討委員会 の 結論を もら

っ て
， 大きな政策転換 に な っ て い っ た と い うの が 当時の 実情で す 。

（11）
」

4．3，森林生態系保護地域の 設定

　1989年 4月 の 林野庁長官通達 「保護林 の再編 ・拡充に つ い て 」 と同時 に ，林野庁経営企 画課

長名で 「保護林設定要領 の 運用 に つ い て 」 とい う通達も出された 。 そ こ で は 森林生態系保護地域

の 設定基準と設定委員会の 設置に あ た っ て の ガ イ ドラ イ ン が示 された 。

　森林生態系保護地 域設定委員会の 設置 に あた っ て は ，r関係営林 （支）局長間で協議し，委員

の 選定，委員会 の 開催方法等に つ い て 弾力的 な運用が で きる もの とす る 〔12〕」 と し た 上 で ，長官

通達 「保護林の 冉 編 ・拡充に つ い て 」 で 示 され た
， 設定委員会 の 有識者委員 醐 に つ い て 具体的

な 人選ガ イ ドラ イ ン を 以下 の よ うに 示 した 。

　（ア ）林業 に つ い て の 有識者 ： 大学教授 （林学）， 森林総合研究所，林木育種場，森林組合，木

材加工関連業者 ・素材牛産業者 ・
レ ク リエ

ー
シ ョ ン 関係業者の 団体の 代表等

　（イ ） 自然保護等に つ い て の 有識名 ： 大学教授 （生態学等），都道府県 自然環境保全審議会委員，

（財） 口木 自然保護協会 ， （財） 冂本野鳥 の 会，（社） 日本山岳会等の 団体の代表名等

　（ウ）一般 の 有識老 ： 大学教授 （経済学等），文化人，市町村代表等

　委員会に は 学識経験者に加えて
，

こ の 中か らそれ ぞれ 2名程度を適正 に 選定する と した （14）
。
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茅野 ： 国有 林野 に お け る 保護林制 度の 政策過程

　森林生態系保護地域 に指定され た全国 12地域 で ，1989年度よ りそれぞれの 地域に つ い て 森林

生態系保護地域設定委員会が設置 され，具体的な ゾー
ニ ン グ作業が 開始され た 。 初年度の 89年

に は
，

12 ヶ 所の 指定地 の うち，知床横断道路周 辺以東 の 半島部 （北 見営林攴局 ・帯広営林支局），

白神山地 （青森営林局 ・秋田営林局）， 利根川源流部 ・燧 ヶ 岳周辺 （前橋営林局），人井川源流部

（東京営林局），白山周辺 （名古屋営林支局），石鎚山周辺 （高知営林局）， 祖母 山 ・傾山周辺 （熊

本営林局） の 7 ヶ 所で 設定委員会が開か れた 。

　設定委員会は ，1989年 7月 6 日の 祖母 山 ・傾 lIl周辺 森林生態系保護地域設定委員会の 第 1 回

会合を皮切 りに 各地で 開始 されたが，設定委員会発足の 前段階で 最初の 問題が発生した 。 設定委

員会は ，学識経験者や 林業 ・自然保護に つ い て の 有識者な どか ら委員を選ん で 話し合 う場 と し た

が，白神山地 に つ い て 秋田 営林局，青森営林局が 設置す る各委員会で ，自然保護団体代表者の 人

数を め ぐっ て合意が 得られな か っ た 。 秋閔 県側で は ，自然保護団体関係者は 1 名だけだ っ た と こ

ろ，それ に 反発し た 自然保護団体が交渉 し た 結果 ，
2 名に 増員さ れ た 。 青森県側 で も，当初は 自

然保護団体か らの 委員は 15 名中 1 名の み で あ っ た 。 委嘱依頼を受けた 青秋林道に 反対す る連絡

協議会は，営林局に 対し て 再検討 の 申し入 れを行い
， その 結果直接的に 自然保護団体代表 の 委員

が 3 名に 増え る と ともに， 臼然保護団体 と共同 で 白神山地 の 生態系 の 調査研究を行 っ て きた研究

者が委員 として 加えられた。知床 の設定委員会に お い て も，北海道 自然保護連合，知床 自然保護

協会の 関係者が人選か ら漏れ， こ の 問題は最後まで 解決せ ず，両団体は 営林支局に 対 し て 意見書

の 提 出などを行 うに とど ま っ た。

　また ，営林局が設定案を示 した もの の ，設定 の 什方や 面積に つ い て ，い くつ か の 指定地 で は批

判が相次 い だ。知床で は ，10 月 11 日 の 第 3回委員会で 第 1次 ゾ ー
ニ ン グ案が営林攴局 よ り提 小

され たが，1987年 4 月の 択伐地 （317〜319林班）を 含む知床横断道路 よ り西側が ま っ た く含ま

れ ず ， 保護林設定要領を満た す資質を持 っ た地域が外れ る ゾーニ ン グ とな っ た 。名古屋営林支局

が 設定す る 自山周辺 で は
， 第 1回 の 設定委員会開催時に 保存地 区，保全利用地 区の ゾーニ ン グ案

が出 された が， こ の 中か ら白山周辺 で も っ と も原生的な ブ ナ 林が 残 っ て い る 「尾上郷 」
一
帯が 除

外され て い た 。 尾上 郷左岸
一
帯で は ，森林施業が予定 されて お り，こ の こ と に 配慮した営林局に

よ る ゾーニ ン グ で あ っ た 。 最終的に も こ の 尾上郷地区は保護地域か ら外 され，白山森林生態系保

護地 域は ほ ぼ原案通 り決定 し た 。 名古屋営林支局管 内で は ，92年に な っ て ，国立 公園外の 御嶽

山 に お い て 保安林指定を解除し て リ ゾー
ト開発 の た め に 国有林を貸し付ける ヒ ュ

ーマ ン
・グ リ

ー

ン ・プ ラ ン を め ぐっ て 紛争が起 こ る な ど，そ の 後 も営林局そ の もの の 姿勢が厳 し く問われ る地域

とな っ た u5）
。 高知営林局が設定する 石鎚山周辺 で は ，7 刀 12 日 に 始 ま っ た 設定委員会は，第 1

回 は 高知営林局案 の 説明 ， 第 2 回は 現地 調査 （悪天 候の た め
一部を除 き調査不 能）， 第 3 囘は お

よそ 3時間 の 議論を した もの の ，委員会と し て の 結論が 出な い ま ま に 議事が 終了し て し ま っ た 。

問題 の 多か っ た営林局案に 対し て ，委員の 1人か ら試案が提示 された が ， 試案は委員会で 公表さ

れず，第 3 回委員会で 2委員が局の案を不承認 とした。委員会は 解散 し，答申の な い まま営林局

長に よ っ て 区域が設定される とい う事態が 発生 した 。

　 こ の よ うな問題を 受け て ，1989年 11月 19 日に 自然林問題 に 取 り組む 全国の 運動体の 関係者

が集ま っ た会議が 日本 自然保護 協会の 呼びかけ で 行われ た 。 知床，白神山地 ， 利根川源流部 ・燧

ヶ 岳，大井川源流部，自山周辺 ，石鎚 山周辺 ，祖母山 ・傾 山周辺の 各地域で 森林生態系保護地域
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設定委員 と し て 参加 し て い る 10 人 の 自然保護団休関係者 と，東京で 林野庁 との 折衝役 とな る協

会が出席 し，設定委員会に関す る情報交換や議論を行 っ た 。 会議で は，ど うに か し て 保護地 域を

狭 く設定 し，伐採や 開発が 叮能な範囲を広 くし よ うとする 「値切 り〔16）」 の 姿勢が強 い 各営林局

に 対 し て 悪戦苦闘する委員か ら，局 の 提示 した設定案に 対す る 不 満が数多 くあが っ た 。
こ の 会議

の結果を協会か ら林野庁に ，各委員か らは 各営林局に報告し
， 改善を求め る こ とと し た

。

　 白神山地 で は ，臼然保護団体関係の 委員を増員した対応に み られ る よ うに ，事態は 改善 された 。

秋田県側で は ，県境に 位置する小岳南側約 400 ヘ ク タ ー
ル が 八 郎潟施業計画に おける水源涵養保

安林指定 との 調 整 の 結果 ， 保護側 の 要望に 反 して外され たが ，青森県側で は ，保護側が要望 した

全域が保護地域に 含まれ ，双方を合わ せ ほ ぼ理想的な結果 とな っ た 。 当初案で は 保全利用地区で

あ っ た部分 を保存地区 とする こ とに よ り，青秋林道 ・
奥赤石 川林道の 建設 ・延長計画 は完全中止

とな っ た 。 知 床に お い て 問題 とな っ た 1987年択 伐地 の 取 り扱 い は ，設定委 員会 に よ る答 申

（1990年 3 月 12 凵）か ら林野庁長官 に よ る設定案お よ び施業計画 の 変史承認 （4 月 27 日） の 間

に ，日本 自然保護協会と林野庁本庁 ・北見営林支局と の 間で 折衝が 行わ れ ，
317〜319林班の 382

ヘ ク タ
ー

ル を 「自然観察教育林 」 に 指定 し，過去 に 伐採を行 っ た地域を長期 に わ た り モ ニ タ リ ン

グ して い く こ と とな っ た 。

　 こ うし て
， 森林生態系保護地域に 指定 され た 12 ヶ 所 の うち，初年度は 7 ヶ 所で設定が終了し

た 。 営林局と自然保護側が厳 し く対立 し た地域 もあ っ た が，白山，石鎚山を除い て は 概ね状況の

改善が見 られ， 自然保護側 とし て も評価で きる内容とな っ た 。

　翌年度に は，葛根田 川 ・玉川 源流部，人台 ヶ 原周 辺 （大阪営林局所管），西表島 （熊本営林局

所管）で 設定委員会が 設置 された 。これは ，2 つ 以上 の 指定地を持 つ 営林局で は ，毎年度 1地域

ずつ 設定 して い くこ とが許可 され て い るた め で あ る 。

　葛根田 川 ・玉 川源流部は ，岩手 県側 の 葛根田川源流部を所管する青森営林局，秋 田県側 の 玉川

源流部は秋 田営林局で そ れぞれ設定委員会が設置された が， こ れ ら 2営林局 の 対応に は 差が 見ら

れた 。

　青森営林局が所管す る葛根田川 源流部は，十和田 八 幡平国立公園内の 八 幡平地 区に 位置 し，岩

手県 内と し て は 最大規模の ブ ナ 自然林で あるが，国立公園第 3種特別地域に 指定 されて お り ， 景

観に 支障 の な い 範囲で
， 自由に 伐採が で きる よ うに な っ て い た 。 岩手県 内の 自然保護団体は ，

「葛根 田川源流部森林生態系保護地域設定対策協議会」 を結成 し，委員会の 答申が ま とま る 91 年

3 月ま で 10 回の 会合を開い た 。
「協議会」 は 自然保護団体代表 の 委員 2 名を通 じて ， 自然保護側

の 要望が設定案に 反映 される よ う力を注 い だ 。 青森営林局は，答中の ま とめ に あ た っ て 「森林生

態系保護地 域 とい う新 し い制度が で き，切る切 らない の 議論か ら多様な議論が 出る よ うに な っ た 。

木材生産者 も地域住民 も痛み を分か ち合 う姿勢が生 まれ た 。 国民 の 総意が得 られ る よ う適切に 管

理 し て い きた い q7）
」 と表明 し た 。

　秋田営林局が所管す る 玉 川 源流部は ，八 幡平を東西 に 走 る観光道路 八 幡平 ア ス ピ ーデ ラ ィ ン の

南に 接する 地域で ある 。 高標高地に は オ オ シ ラ ビ ソ
， 低 い とこ ろ に は ブナ の 森が広が る 。 営林局

が委嘱 した設定委員会で は ， 具体的な検討を行 う小委員会に 自然保護団体代表の 委員が参加する

こ とが で きず，原案に も 自然保護団体か ら批判が相次い だ 。 答申案を検討す る第 3 回 の 設定委員

会 （1991年 2 月 25 日）で
， 自然保護団体代表の 委員か ら保護地域を北 へ 拡大す べ ぎと の意 見が
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出 され たが，設定地 域の

管理条項に 原則 として禁

伐 とす る 旨を 明記す る こ

とで ，意見が集約 され た。

保護団体代表 の 委員は，

「営林局主導 の 委員会で
，

結果として 数で 押 し切 ら

れた 」 （高山，1991 ：7）

と，営林局の 姿勢を強 く

批判 し た 。

　 こ の よ うな青森 ・秋田

両営林局 の 姿勢の違い は ，

白神山地 の 設定委員会 で

も見 られた
。 青秋林道問

題で 厳し い 対応 を余儀な

くさ れた 両営林局で ある

が ， 森林生態系保護地域

の設定 に あた っ て は，青

森営林局 の 意識変革 の ス

ピー
ドや 自然保護側の要

望に 対す る姿勢 と，秋 田営林局 の それに は ，こ の 時点で は 若十 の 格差があ っ た とい えるだろ う。

　1991年度に は，残 る飯豊 山周辺 （秋田営林局 ・前橋営林局） と屋 久島 （熊本営林局）で 設定

が行われた 。山形 ・福島 ・新潟県境 の 飯豊山周辺 森林生態系保護地域設定委員会で は ，設定作業

が始 ま っ て 3年 日とい うこ とか ら，地元の 自然保護団体は 準備期間を経 て 設定委員会 に 臨む こ と

が で きた 。 秋 tH営林局所管の 山形県側で は，同局管内の 設定作業が 1989年度白神 lL｛地 ，90年度

モ 川 源流部 と進ん で きた こ と を受け て
，
90年 7 月か ら山形県自然保護団体協議会が設定委員会

に つ い て の 学習会 と飯豊山周辺め森林生態系に つ い て の 調査を お よそ 1 年間かけ て 実施 した 。 そ

して 91年 8月か ら発足 した設定委員会に ， 山形県 自然保護 団体協議会 と小国の 自然を守る会か

らそれぞれ 1名ずつ が委員と し て 参加 し た 。 秋田営林局の 方針で ，小委員会に は 自然保護団体代

表 の 委員が入 る こ とは な か っ たが ，小委員会 の 現地調査に 自然保護団体代表の 委員が特別に 参加

し，その後 の小委員会に も自然保護団体か ら の 意見陳述の 機会を持っ た 。

　 こ う し て 森林生態系保護地」或は 1989年 7 月か ら 92年 3 月ま で に ，第 1次 の 指定地 で あ る 12

ヶ 所 が設定され た。森林生態系保護地 域は ，そ の 後 1991年 4月に 14 ヶ 所 の 追加指定，2002 年

度策定中の 朝 日山地 森林生態系保護地域を 加え て
， 全国 27 ヶ 所の 森林保護区 と し て 国有林に お

ける森林施業 との 棲み 分けを 図る こ ととな っ た 。
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5．ま　 と　 め

　保護林制度 の 政策過程 に お ける国有林野行政と自然保護運動 との 相互 作用を見て きたが ，問題

を 解決す るた め の 「公 論形成 の 場 」 の 特質を もっ た ア リー
ナ は ，まず 1985年 に 「ブ ナ ・シ ン ポ

ジ ウ ム 」 として ，個別具体的な紛争，すなわち 自神山地 ・青秋林道建設問題 を きっ か け に 形成さ

れ た 。 そ こ に は
，

日本 自然保護協会 と地域 の 自然保護団体， 林野庁本庁と営林局が それぞれ 参加

し ，東北各地 の 個別具体的な ブ ナ林伐採問題の 解決を志向しなが ら，同じよ うな問題が頻発する

根本的な原因と解決策を 議論 しあ う過程が 見 られた。本稿の分析枠組み に 依拠す れ ば，こ の 「ブ

ナ ・
シ ン ポ ジ ウ ム 」 を 「課題設定 ア リ

ー
ナ 」 と位置づ け る こ とが で きる だろ う（18）

。

　全国規模の 運動体 で ある H 本 自然保護 協会 は ，個別問題の 解決を志向する地域 の 視点 と， H

本 ・東ア ジ ァ レ ベ ル の 自然保護を彳］うとい う視点を絡ませ ，生態学 の 知見 とユ ネ ス コ の MAB 計

画 とい う国際的な 考え方に 基づ い た森林保護区 の あ り方を検討 し た 。それを政策 に 反映 させ るべ

く林野庁 に 接触 し，第 2 の ア リ
ー

ナ とし て 「林業と 自然保護に 関する 検討委員会」 を つ くり上げ

た 。 対立す る 主 体で ある 林野庁に と っ て は
， 長官の 諮問機関で あ る 「検討委員会」 は既存の 枠組

み の な か で の 合理 的な選択肢 で あ っ た 。
こ の 委員会は 「制度変革 ア リーナ 」 の特質を 帯び て い た 。

　第 3 の ア リーナ で ある森林生態系保護地域設定委員会は ， 保護林制度を地域の 実情に あわ せた

計画 とす るた め
， 再 度， 個別具体的な場 に お い て 設置 された 。 各営林局が 設置 し た設定委員会で

は 林業関係者か ら自然保護運動家 まで ，当該地域に 関わ る多様な主体 の 参加 の もとに保護地域の

ゾ ー
ニ ン グ に 関する合意形成が 図られた 。

これらは 「個別問題解決ア リ
ー

ナ 」群 とし て 機能 し た。

こ れ は制度変革に 基づ く解決過程の 制度化，計画化の 具体的な形で あ っ た 。こ の段階に 至 っ て ，

問題の 解決を主導する権限は 当該問題を抱える地域 の 主体に 付 ケされ ，また こ の過程 で ，林野行

政 の 領域で は計画策定段階で の 住民参加 の制度化が初め て 達せ られ た。

　 こ れ らの ア リーナ の 連動的な形成を可能に し た の は ，ナ シ ョ ナ ル ・り
一ジ ョ ナ ル ・ロ

ー
カ ル の

各水準 の 運動体が，政策提言や動 員に あた っ て 有機的な 連携を結ん だ こ とで ，基本計画を 策定す

る林野庁本庁 と，各地域 の 国有林管理 を担 う各営林局 ・営林署 の 双方 に 対 して
， 効果的な解決圧

力を 与え続けた こ とが 大 きい
。 ア リ

ー
ナ に 「主人公」 として 参加する 主体は ，各ア リーナ で 異な

っ た が，運動側は 常に 複数の 水準の 運動体が連携す る こ とで
， 敵手で ある林野行政 との 勢力関係

を均衡 させ て きた。

　そ の 連携を可 能に した の は ， H 本 自然保護協会が 自然観察指導員の ボ ラ ン テ ィ ァ 登録 とい うか

たち で ，全国的な動員の 契機を持ち得て い た こ と，また東北地方に お い て は東北 自然保護団体連

絡会議と い うリージ ョ ナ ル なネ ッ ト ワ
ー

ク組織が，全国規模 の連携か らは 抜け落ち て し ま う団体

を支え て きた こ とが大 きい 、東北 自然保護団体連絡会議を発足当初か ら支えて ぎた A 氏は 「（東

北 の ブ ナ 林が壊滅を免れた の は）ひ とつ の 団体で は対処 で きな い 問題に 県内の 団体 ・地方の 団体

が結束 して きた 結果で す （19）」 と述べ る 。 全国
．一・

斉 「ブ ナ の 森自然観察会」 の 開催と い う戦術に

よ っ て ブ ナ 林保護 の 気運を 社会に 伝 え， 全国的な支持を得る こ とが で きた の も，こ うし た 重層的

な連携の 帰結と考えられ る 。

　最後に 本稿の 事例が示唆する政策過程論的研究課題に つ い て 指摘して お こ う。 個別問題 の 解決

圧力が制度変革に転化 し，そ の制度変革が個別問題の解決を もた らす一連 の 過程 と して の 政 策過
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茅野 ： 国有林野に お ける保護 林制度の 政策過程

表 1 保護林制度の 政策過程に おい て 形成 された ア リ
ーナ

ア リ
ー

ナ の 名称 機能的分類 構成主体 （自然保護運動）
　　　　　　　 ¶一「．一ゴ、

構成主 体（林野行政）

「ブ ナ
・

シ ン ポ ジ ウ ム 」 課題設定ア リーナ 日本 自然保護協会，

地域 自然保護団体

林野庁本庁，営林局

林業と自然保護に 関する 検討委員会 制度変革 ア リ
ー

ナ 日本 自然保護協会
　　　一ゴー．’

林野庁本庁

森林生態系保護地域設定委員会 個別問題解決 ア リーナ 地域 自然保護団体 営林局

程 に お い て ，各段階の ア リ
ー

ナ は ど の よ うに 連関す るの だ ろ うか
。 課題設定 ア リーナ 群 ， 制度変

革 ア リーナ ，個別閙題解泱 ア リーナ 群の連動に よる政策過程は ，個別問題 の 解決 と，個別問題群

の 同時解決を 図る制度変革との 間で 形成 され る 。 言 い 換えれば，  地域で 起 こ っ た 問題群を ，  

大局的な制度変革に つ なげ．  その 変革を背景に 地域問題群を解決 ・対処する，とい う
一

連の 過

程に お い て ，政 策過程 は ミ ク ロ ・マ ク ロ ・ミ ク P の 多水準間移行をそ の 過程 に 内包 して い る の で

ある。そ うで あるな らば，  と  の 架橋，すなわ ち個別問題 の 解決圧力を制度変革に 転化するた

め の 「争点化 」 は い か な る 要因 で 可能／不可能 とな る か，  と  の 架橋，すなわ ち制度変革が個

別悶題 の 解決を もた らすに あた っ て
， 制度 の 「実質化 」 を 促し 「形骸化 」 を 防ぐた め の 制度形成

は い か に 可 能とな るか 。 本稿で 試みた ア リ
ー

ナ の 機能分類は ，環境問題解決過稈 ・未解決過程 の

解明に あた っ て ，上記の よ うな問 い を設定する 可能性を持ち え て い る の で は な い だろ うか 。

注

（1） た と え ば井上 （1995），井上 （1996），鬼頭 （1996），柿沢 （1996）。

（2） た と え ば 行 政 側 の も の と し て ，NHK 教 育 テ レ ビ 「緑 の 回 廊 ・野 生 動 物 の 暮 ら す 国 有 林 づ く り」

　（2001年 12 月 17 日 ），運動側 の もの と して 口 本自然保護協会 （2002）な どが あ る。

（3）　 口本生態学会 V：　1959年 に 「原生林保護に つ い て の 声明 」 を発す る と と もに ，全国 10 ヶ 所 の 原生林

保護地 域案を 日本学術会議 に 提案 し た 。

（4） 2001年 10月 18R ，日本 自然保護協会沼 田眞賞受賞 記 念講演会 に お け る ， 出羽三 山の 自然を守 る

　会 ・A 氏 の 講 演 に よ る。

（5）　 こ の 青秋林道建設 を め ぐる社会過稈 は，井上 （1996） に 詳 し い
。

（6）　 1985年 5月 16 日付毎 日新聞 に お け る林野庁業務部経営 企 画 課
・B 課 長 の 発盲 。

（7） 1985年 6 月 18 日付朝 日新聞。

（8） 座談会 「『森林生態系保護地域 』 と守 られ た 知床 ・白神 の 原 生 林 」 （r山 と渓谷』1990年 8 月 弓） に

　お け る 口本自然保護協会 ・D 保護部長 の 発言。

（9） 2002年 1 月 10H ，凵木自然保護協会 E常務埋 事 へ の ヒ ア リ ン グ｝こ よ る。

〔10） 同 通達の 別紙 1 「保護林設定要領第 1趣 旨」 よ り。

（11） 2001年 12 月 17 日 NHK 教育 テ レ ビ 「緑 の 回 廊 ・野生動物 の 暮らす国有林 づ く り」 で の F 氏 （元

　林野庁経営企 画課課長補佐） の 証言 。

（12）　 1司通達の 「1森林生態系保護地 域 に っ い て 〔3） ア 」 よ り。

（13）　 同通達 の 別紙 1 「保護林設定要領　第 3 森林生態系保護地 域 4 （2） ウ 」 に よ り，有識者は 「林学，

　生態学，遺伝学等に つ い て 学術的見識を 肩す る 者，有識者及び 関係地 方公 共団体 の 長 に よ り構成 す る 」

　と さ れた 。

（14）　 1司通達 の 「1森林生態系保護地域 に っ い て （3） イ 」 よ り 。

（15）　御嶽山 ヒ ューマ ン ・グ リ
ー

ン ・プ ラ ン は 「御嶽問題協議会」 の 設置とそ の 協議の 結呆を受け て ，既

　存ス キ
ー
場 の 拡大の み に と ど まり，当該地域 で は 植物群落保護林の 拡大，県 立 自然公園特別地域 の 拡大
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　を み た 。

（16） 牧 田 肇，「生か されぬ
‘‘
保護林通達

”
」 1989 年 12 月 14 目付旬；目新聞。

（17） 1991年 2月 23 日付河北新報。

（18） む ろ ん 課題設定ア リ
ー

ナ は 1 つ で あ る とは 限 ら な い
。 複数の 課題設定 ア リ

ー
ナ の なか で 「ブ ナ ・シ

　ン ポ ジ ウ ム 」 を 「主導的な課題設定 ア リ
ー

ナ 」 と位置づ け る こ と もで ぎるだ ろ う。

（19） 2001 年 7 月 15 日，出羽 三 山 の 臼然を 守 る 会 ・A 氏へ の ヒ ア リ ン グ に よ る 。
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      The  Political Process  of  the  National  Forest  Reserve

                                in Japan

                             CHINO  Tsunehide

                          Hosei School of  Policy Sciences

                               Hosei University

               2-15-2 Ichigayatamachi,  Shinjuku, Tokyo,  162-0843 JAPAN.

       The  reform  of  the national  forest reserve  planned  by the Forestry Agency  in the

late 1980s, introducing the 
"Forest

 Ecosystem  Reserve", applied  the brakes for cutting

down  natural  forests and  afforestation  based on  the expanding  afforestation  policy  in

Japan. It was  a  turning point  to changeover  forestry policy  and  its administration.  The

Nature Conservation rnovement  actively  participated  in this political process  by holding a

"Beech

 Symposium"  and  took  part  in both national  and  regional  councils  for setting  up

forest reserves.

       This paper studies  the interaction between the Nature Conservation  movement

and  the Forestry Agency  in the process,  To  analyse  these interactions, 
"areha,"

 whieh

means  plural  actors  share  roles  to soive  problerns and  make  decisions, is considered.

Arenas  are  classified  into three categories  regarding  their functions in the political proc-

ess,  
"Agenda-Setting

 arena",  
"System-Reform

 arena",  and  
"Problem-Solving

 arena",

These  arenas  are  srnoothly  formed and  contributed  to solving  the problems.  The

networks  of  movement  that enabled  an  even  share  of  power  to exist'  with  the Forestry

Agency  are  considered  a  major  factor.

Kbywords  : IVtztionaZ Forest, IVtxture Conservation, Fbrest Reserve, Arena, Potitical Process
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